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お 客 様 へ

『しんきんの絆』復興応援定期積金の取扱開始について

 大田原信用金庫（理事長 村田 稔）では、平成 26年 10月 20日（月）より
『しんきんの絆』復興応援定期積金の取扱を開始いたしますのでお知らせいた

します。

本商品は被災地において避難生活の長期化等により、被災者への心身への負

担が増大する中、復興の第 2 ステージとして、被災者一人ひとりの日常生活の
再建を支援するために企画された商品です。

本定期積金の募集総額の 0.25％にあたる金額を、認定特定非営利活動法人日
本ＮＰＯセンターが設置している「東日本大震災現地ＮＰＯ応援基金（特定助

成）の中の『しんきんの絆』復興応援プロジェクト」に、信用金庫の中央機関

である信金中金から寄付させていただきます。お客様には、寄付金のご負担は

ありません。

取扱期間は平成 27 年 2 月 27 日(金)までですが、募集総額は３億円とさせて
いただきます。募集総額に達した場合は、お取扱期間中でも取扱を終了させて

いただく場合がございますので、お早めにお申込いただきますようお願い申し

上げます。

記

１．商品概要

（１）定期積金

ご利用いただける方 個人・法人の方

ご契約期間 5年（払込回数 60回）
お預入金額 10,000円以上（1,000円単位）

募集総額

契約額 3億円
※募集総額に達した場合は、お取扱期間中でも取扱を終了さ

せていただく場合がございます

給付補てん備金 店頭表示金利

払込方法 原則、普通預金からの自動振替および店頭入金となります。

中途解約時の取扱い 当金庫所定の中途解約利率が適用されます。
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税金

給付補てん金には 20％（国税 15％、地方税 5％）の税金が
かかります。ただし、平成 25年 1月 1日から平成 49年 12
月 31 日までの間は復興特別所得税が追加課税されるため、
20.315％（国税 15.315％、地方税 5％）の税金がかかります。
法人の方は総合課税となります。

預金保険制度 この預金は預金保険制度の対象となります。

義援金について

『しんきんの絆』復興応援定期積金の募集総額（信用金庫が

販売する定期積金の掛金総額（給付補てん金は含みません）

の合計）の 0.25％にあたる金額を、認定特定非営利活動法人
日本ＮＰＯセンターが設置している「東日本大震災現地ＮＰ

Ｏ応援基金（特定助成）の中の『しんきんの絆』復興応援プ

ロジェクト」に、信用金庫の中央機関である信金中金から寄

付させていただきます。お客様には、寄付金のご負担はあり

ません。

２．取扱期間

   平成 26年 10月 20日（月）～平成 27年 2月 27日（金）

以 上
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